
(57)【要約】
【目的】  ピックアップの出力の選択と組み合わせを相
互に変えて種々の出力サウンドを提供する電気ギターの
改良された切換装置を提供するものとする。
【構成】  ブリッジハムバッカーピックアップと、指板
ハムバッカーピックアップと、中間ピックアップとを備
え、互いに異なるギブソン調性の群とフェンダー調性の
群との選択を容易に行なうことができるようにしてい
る。トーンの選択を行なう４極５位置スイッチが２極双
投スイッチに関して１０の調性のうちの１つを選択する
ことができる。



【特許請求の範囲】
【請求項１】  デュアルコイルブリッジハムバッカーピ
ックアップと、
中間ピックアップと、
デュアルコイル指板ハムバッカーピックアップと、
所望のピックアップ構成体を選択することにより所望の
調性信号を選択する第１のスイッチ手段とを備え、該第
１のスイッチ手段は前記ブリッジハムバッカーピックア
ップ、前記中間ピックアップおよび前記指板ハムバッカ
ーピックアップに接続された４極５位置スイッチを有す
ることにより、第１の組をなす５つの調性信号のいずれ
かが前記第１のスイッチ手段の第１および第２の極を介
して選択されかつ第２の組をなす５つの調性信号のいず
れかが前記第１のスイッチ手段の第３および第４の極を
介して選択されるようになっており、更に前記第１のス
イッチ手段の前記第１および第２の極を介して選択され
る調性信号または前記第１のスイッチ手段の前記第３お
よび第４の極を介して選択される調性信号を前記第２の
スイッチ手段の出力部に接続する第２のスイッチ手段を
備えることを特徴とするギターピックアップ装置。
【請求項２】  前記４極５位置スイッチは更に、
第１乃至第５の端子を有し、第１、第２および第４の端
子が前記ブリッジハムバッカーピックアップの端部に接
続されかつ第５の端子が前記ブリッジハムバッカーピッ
クアップのデュアルコイル間に接続された第１の端子の
組と、
第１乃至第５の端子を有し、第２および第３の端子が前
記指板ハムバッカーピックアップの端部に接続され、第
４の端子が前記中間ピックアップに接続され、第５の端
子が前記指板ハムバッカーピックアップのデュアルコイ
ル間に接続された第２の端子の組と、
第１乃至第５の端子を有し、第１および第２の端子が前
記ブリッジハムバッカーピックアップのデュアルコイル
間に接続され、第４および第５の端子が前記指板ハムバ
ッカーピックアップのデュアルコイル間に接続された第
３の端子の組と、
第１乃至第５の端子を有し、第２、第３および第４の端
子が中間ピックアップに接続された第４の端子の組と、
前記第１の端子の組の所定の端子を前記第１の極に接続
する第１のコネクタ手段と、
前記第２の端子の組の所定の端子を前記第２の極に接続
する第２のコネクタ手段と、
前記第３の端子の組の所定の端子を前記第３の極に接続
する第３のコネクタ手段と、
前記第４の端子の組の所定の端子を前記第４の極に接続
する第４のコネクタ手段と、
前記各端子の組の対応する端子が同時にそれぞれの極に
接続されるように前記第１乃至第４のコネクタ手段を同
期して操作する手段とを備えることを特徴とする請求項
１に記載のギターピックアップ装置。

【請求項３】  前記第２のスイッチ手段は、
前記第１のスイッチ手段の前記第１の極に接続された第
１の端子と、
前記第１のスイッチ手段の前記第２の極に接続された第
２の端子と、
前記第１のスイッチ手段の前記第３の極に接続された第
３の端子と、
前記第１のスイッチ手段の前記第４の極に接続された第
４の端子と、
前記第２のスイッチ手段の前記第１および第２の端子の
双方を前記出力部にまたは前記第２のスイッチ手段の前
記第３および第４の端子の双方を前記出力部に選択的に
接続する手段とを備えることを特徴とする請求項１に記
載のギターピックアップ装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】本発明は、可変トーン電気ギタ
ー、より詳細に云うと、限定されるものではないが、ピ
ックアップの出力の選択と組み合わせを相互に変えて種
々の出力サウンドを提供する改良された切換装置に関す
る。
【０００２】
【従来の技術】今日の音楽の分野においては、ギブソン
調性(Gibson tonality) とフェンダー(Fender)調性の２
つの一般的な電気ギターサウンドが主流をなしている。
例えば、レス・ポール(LES PAUL)ギターでみられるよう
なギブソン調性は、本明細書においてハムバッカーピッ
クアップ(humbucker pickup)と云われるような２つのデ
ュアルコイルハム打ち消し(dual coil hum-canceling) 
ピックアップの一方または双方から得られる。例えば、
ストラトキャスタ(STRATOCASTER)またはテレキャスタ(T
ELECASTER)ギターにおいてみられるようなフェンダー調
性は、３つの単コイルピックアップの所定の組み合わせ
から得られる。
【０００３】ギブソン調性およびフェンダー調性を１つ
の電気ギターから得ることができるようにした切換装置
が、リボロフ(Riboloff)の米国特許第５，１３６，９１
８号に開示されており、本明細書においては、この米国
特許を引用して説明に代える。この米国特許の好ましい
実施例の装置は、２つのデュアルコイルハムバッカーピ
ックアップおよび１つのコイルピックアップと、切換装
置とを使用し、演奏者がレスポールギターに連係する少
なくとも３つのギブソン調性の１つまたはストラトキャ
スタギターに連係する５つのフェンダー調性の１つを選
択することができるようにしている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記した米
国特許第５，１３６，９１８号に開示されている装置の
改良に係る。本発明は、演奏者が利用することができる
更に別の調性を提供するとともに、ある離散端子から別
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の離散端子へ独立した極端子接続を行なうようにしてい
る。
【０００５】従って、本発明の目的は、新規かつ改良さ
れたギターピックアップ切換装置を提供することにあ
る。
【０００６】本発明の更に別の目的、特徴および利点
は、当業者が添付図面に関してなされている好ましい実
施例に関する以下の記載に基づき容易に理解することが
できるものである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】本発明によれば、ギター
ピックアップ装置が提供されている。この装置は、デュ
アルコイルブリッジハムバッカーピックアップと、中間
ピックアップと、デュアルコイル指板ハムバッカーピッ
クアップと、所望のピックアップを選択することにより
所望の調性信号を選択する第１のスイッチ手段とを備え
ている。該第１のスイッチ手段は前記ブリッジハムバッ
カーピックアップ、前記中間ピックアップおよび前記指
板ハムバッカーピックアップに接続された４極５位置ス
イッチを有することにより、第１の組をなす５つの調性
信号のいずれかが前記第１のスイッチ手段の第１および
第２の極を介して選択されかつ第２の組をなす５つの調
性信号のいずれかが前記第１のスイッチ手段の第３およ
び第４の極を介して選択されるようにしている。この装
置は更に、前記第１のスイッチ手段の前記第１および第
２の極を介して選択される調性信号または前記第１のス
イッチ手段の前記第３および第４の極を介して選択され
る調性信号を前記第２のスイッチ手段の出力部に接続す
る第２のスイッチ手段を備えている。
【０００８】
【作用】上記構成の本発明においては、複数の調性のい
ずれか１つを、スイッチを介して所定のモードを選択し
かつスイッチを介して特定の調性を選択するという単純
な手順により選択することができる。
【０００９】
【実施例】上記したリボロフの米国特許第５，１３６，
９１８号を引用して、本明細書における説明に代える。
【００１０】図１について説明すると、図１は、本発明
と米国特許第５，１３６，９１８号の双方において共通
するものであるが、ネック１２の一部が本体１４に取着
されているギター１０を示すものである。ギター１０
は、ブリッジ２８に取着されているギター弦２６と、本
技術分野において公知のチューニングねじ（図示せず）
とを有している。
【００１１】３つのピックアップが弦１６の下方に配設
され、従来の態様で本体１４のフェース２０に取着され
ている。（図２に示すようにコイル２２ａおよび２２ｂ
を有する）高音部(treble)デュアルコイルハムバッカー
ピックアップ２２が、弦１６の下方を側方向に延びるよ
うにかつブリッジ１８に接近して、「ブリッジピックア

ップ」として知られている位置に取着されている。同様
の態様で、（図２に示すようにコイル２４ａおよび２４
ｂを有する）リズムデュアルコイルハムバッカーピック
アップ２４が指板１２の端部２６にすぐ隣接し、しかも
離隔しかつ平行する関係で取着されており、この種のピ
ックアップは「指板ピックアップ」として知られてい
る。シングルコイル中間ピックアップ２８がデュアルコ
イルの位置の中間に取着されているが、ハムバッカーピ
ックアップ（即ち機能的にはその少なくとも１つのコイ
ル）を、中央位置において利用することもできる。
【００１２】本発明により利用される調性を上記したピ
ックアップから得るために、本発明は更に、ギター１０
の本体１４のフェース２０の領域３０にまたは該領域３
０の付近に多くの場合配置されるスイッチ機構を有して
いる。好ましい実施例におけるスイッチ機構および該ス
イッチ機構のピックアップ２２、２４、２８に対する接
続は、図２に示されている。
【００１３】スイッチ３２が、所望のピックアップ構成
を選択することにより所望の調性信号を選択するのに使
用されるように配設されている。好ましい実施例のスイ
ッチ３２は、ブリッジハムバッカーピックアップ２２、
中間ピックアップ２８および指板ハムバッカーピックア
ップ２４に接続された４極５位置スイッチであり、第１
の組の５つの調性信号のいずれかがスイッチ３２の第１
および第２の極３４、３６を介して選択され、第２の組
の５つの調性信号のいずれかがスイッチ３２の第３およ
び第４の極３８、４０を介して選択されるようにしてい
る。
【００１４】スイッチ３２は、第１の組１００を構成す
る第１乃至第５の端子１０２、１０４、１０６、１０８
および１１０を有している。第１の端子１０２、第２の
端子１０４および第４の端子１０８は、図２に示すよう
に電気接地に接続されているブリッジハムバッカーピッ
クアップ２２の端部とは反対側のピックアップ２２の端
部に接続されている。即ち、これらのスイッチ端子は、
コイル２２ａには接続されていないコイル２２ｂの端部
と共通に接続されている。第５の端子１１０は、ブリッ
ジハムバッカーピックアップ２２のデュアルコイル間、
即ち、コイル２２ａと２２ｂの接続点に接続されてい
る。第３の端子１０６は接続されておらず、即ち、開放
されている。
【００１５】スイッチ３２は、第２の端子の組を構成す
る第１乃至第５の端子２０２、２０４、２０６、２０８
および２１０を有している。第２および第３の端子２０
４および２０６は、電気接地に接続されている指板ハム
バッカーピックアップ２４の端部とは反対側のピックア
ップ２４の端部に接続されている。即ち、端子２０４お
よび２０６は、図２に示すように、コイル２４ａに接続
されている端部とは反対側のコイル２４ｂの端部に接続
されている。第４の端子２０８は、電気接地に接続され
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ている中間ピックアップ２８の端部とは反対側のピック
アップ２８の端部に接続されている。第５の端子２１０
は、指板ハムバッカーピックアップ２４のデュアルコイ
ル間（即ちコイル２４ａと２４ｂとの接続点）に接続さ
れている。第５の端子２０２は、接続されておらず、即
ち、開放されている。
【００１６】スイッチ３２は、第３の端子の組３００を
構成する第１乃至第５の端子３０２３０４、３０６、３
０８および３１０を有している。第１および第２の端子
３０２および３０４は、ブリッジハムバッカーピックア
ップ２２のデュアルコイル２２ａおよび２２ｂ間（即
ち、これらの２つのコイル間の接続点）に接続されてい
る。第４および第５の端子３０８および３１０は、指板
ハムバッカーピックアップ２４のデュアルコイル２４ａ
および２４ｂとの間（即ち、これらの２つのコイル間の
接続点）に接続されている。第３の端子３０６は接続さ
れておらず、即ち、開放されている。
【００１７】スイッチ３２は、第４の端子の組を構成す
る第１乃至第５の端子４０２、４０４、４０６、４０８
および４１０を有している。第２の端子４０４、第３の
端子４０６および第４の端子４０８は、電気接地に接続
されている中間ピックアップ２８の端部とは反対側のピ
ックアップ２８の端部に接続されている。第１の端子４
０２と第５の端子４１０は、接続されておらず、即ち、
開放されている。
【００１８】スイッチ３２は更に、第１の組１００の所
定の端子を極３４に接続するコネクタ１１２と、第２の
組２００の所定の端子を極３６に接続するコネクタ２１
２と、第３の組３００の所定の端子を極３８に接続する
コネクタ３１２と、第４の組４００の所定の端子を極４
０に接続するコネクタ４１２とを備えている。スイッチ
３２はまた、各端子の組の対応する端子が同時にそれぞ
れの極に接続されるようにコネクタ１１２、２１２、３
１２、および４１２を同期操作する手段を有している。
好ましい実施例においては、これは、図２に示すように
コネクタ１１２、２１２、３１２および４１２に連係す
る４本のワイパーアームを機械的にひとまとめにする(g
ang)ことより実行することができる。ワイパーアームが
連結されている１本のクランクシャフトの端部は、ギタ
ーの本体１４のフェース２０から突出し、演奏者が各ワ
イパーアームをスイッチ３２の５つの位置を介して回転
させ、各ワイパーアームを各組のそれぞれの同じ端子に
（例えば、コネクタ１１２を端子１０２に、コネクタ２
１２を端子２０２に、コネクタ３１２を端子１０２に、
そしてコネクタ４１２を端子４０２に）接続する。
【００１９】ある特定の実施の態様においては、スイッ
チ３２は、スタンダード・グリグスビー(Standard Grig
gsby) から商業的に入手することができる機械的な４極

５位置回転スイッチを用いて実施することができ、この
スイッチでは、組１００、２００、３００および４００
の各端子は別体かつ別個となっており、それぞれのコネ
クタ１１２、２１２、３１２および４１２は一回ごとに
それぞれの組の１つの端子だけと接触を行なうことによ
り、各選択された位置において簡単な接続を確実に行な
うことができる。しかしながら、機械的または非機械的
な他のタイプのスイッチ（例えば、上記した機能と同じ
機能を行なうソリッドステートスイッチのような非機械
的スイッチ）を使用することもできる。
【００２０】本発明はまた、スイッチ３２の極３４、３
６を介して選択される調性信号またはスイッチ３２の極
３８、４０を介して選択される調性信号を出力部４３に
接続するスイッチ４２を備えている。スイッチ４２は、
スイッチ３２の極３４に接続された端子４４と、スイッ
チ３２の極３６に接続された端子４６と、スイッチ３２
の極３８に接続された端子４８と、スイッチ３２の極４
０に接続された端子５０と、端子４４、４６の双方をス
イッチ４２の出力部にあるいは端子４８、５０の双方を
スイッチ４２の出力部に選択自在に接続する手段とを備
えている。かかる手段は、端子４４、４６にそれぞれ接
触する位置Ａと端子５０、４８にそれぞれ接触する位置
Ｂとの間を移動自在となっている、ひとまとめにされか
つ電気的に接続されたワイパアーム５２、５４により図
２に示されている。スイッチ４２の特定の例を挙げる
と、機械的トグルスイッチまたはプッシュプルポテンシ
ョメータスイッチがあるが、別のスイッチを使用するこ
ともできる。
【００２１】スイッチ４２が位置即ちモードＡにあると
きには、１つ以上のピックアップがコネクタ１１２、２
１２を介して選択されると得られる複数の電気信号が、
スイッチ４２の１つの出力部４３に共通して供給される
ので、組み合わされて１つの調性信号となる。同じこと
が、１つ以上のピックアップがコネクタ３１２、４１２
を介して選択される位置即ちモードＢにスイッチがある
ときに当てはまる。当然のことであるが、１つのピック
アップだけが選択されると、その電気信号は、スイッチ
４２が適宜のモードにあるときに出力部４３に供給され
る。スイッチ４２からの出力信号は、増幅器（図示せ
ず）を本技術分野において公知のように接続することが
できる出力ジャック５６を介して供給される。ジャック
５６は、図２においては、公知のタイプの抵抗器ーコン
デンサネットワークを介してスイッチ４２の出力部に接
続されるように図示されている。
【００２２】スイッチ４２が位置Ａにあるときには、好
ましい実施例のスイッチ３２を作動させることにより以
下の選択が行なわれる。
【表１】
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【００２３】上記表に掲げる最初の３つの位置は、上記
したリボロフの米国特許第５，１３６，９１８号に記載
のモードＡに関する最初の３つの位置と同じであり、レ
スポールギターに関して特に識別されるタイプのギブソ
ン調性を提供する。上記表に記載の第４の位置は、米国
特許第５，１３６，９１８号に特に記載されているもの
とは異なり、しかも従来のギブソンおよびフェンダーサ

ウンドとは異なるサウンドを提供する。上記表に記載の
第５の位置は、テレキャスターギターの場合に特に識別
タイプのフェンダー調性を提供する。
【００２４】スイッチ４２が位置Ｂにある場合には、ス
イッチ３２により以下の選択が行なわれる。
【表２】

【００２５】これらの各選択は、上記したリボロフの米
国特許第５，１３６，９１８号に記載のモードＢの操作
の際に行なうことができる選択に対応する。これらの各
選択は、フェンダーのストラットキャスターギターの特
徴をなすサウンドを提供する（第４および第５の位置か
らのサウンドはまた、テレキャスターギターにも関連す
る）。
【００２６】
【発明の効果】以上のように構成されている本発明にお
いては、例えば１０の調性のいずれか１つを、スイッチ
４２を介してモードＡまたはＢを選択しかつスイッチ３
２を介して特定の調性を選択するという単純な手順によ
り選択することができる。
【００２７】かくして、本発明は、上記した目的および
利点を本来の目的および利点とともに達成することがで
きる。本発明の好ましい実施例を、開示を目的として説
明したが、本発明の精神の範囲内にある部材の構成およ
び配置の変更を当業者であれば行なうことができるもの
である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の装置において使用される３つのピック
アップのレイアウトを示すギター本体の平面図である。
【図２】本発明の好ましい実施例のギター切換装置の概
略図である。

【符号の説明】
１０  ギター
１２  ネック
１４  ギター本体
１６  弦
１８  ブリッジ
２０  フェース
２２  高音デュアルコイルハムバッカーピックアップ
２２ａ、２２ｂ  コイル
２４  リズムデュアルコイルハムバッカーピッリアップ
２４ａ、２４ｂ  コイル
２６  端部
２８  中間ピックアップ
３０  フェースの領域
３２  スイッチ
３４、３６、３８、４０  極
１００  第１の端子の組
１０２、１０４、１０６、１０８、１１０  端子
１１２  コネクタ
２００  第２の端子の組
２０２、２０４、２０６、２０８、２１０  端子
２１２  コネクタ
３００  第３の端子の組
３０２、３０４、３０６、３０８、３１０  端子

(5)                       特開平７－３１９４６９
7 8

＊

＊
1010

30

40

50

30

40

50



３１２  コネクタ
４００  第４の端子の組

４０２、４０４、４０６、４０８、４１０  端子
４１２  コネクタ

【図１】

【図２】
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